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新たに取り組む施策新たに取り組む施策
町の予算・決算の状況は町の予算・決算の状況は
ホームページで公開されています。ホームページで公開されています。

    ☞☞

●新焼却施設整備基本計画　　　　　　●新焼却施設整備基本計画　　　　　　
　策定支援業務負担金　策定支援業務負担金（廃棄物処理広域化事業）（廃棄物処理広域化事業）

１５７万８千円１５７万８千円
　夷隅郡市２市２町の一般廃棄物（燃やすごみ）　夷隅郡市２市２町の一般廃棄物（燃やすごみ）
を、１０年後目途に市原市に新設される焼却施設を、１０年後目途に市原市に新設される焼却施設
で処理することになり、昨年１０月に基本協定がで処理することになり、昨年１０月に基本協定が
結ばれました。結ばれました。
　それに向けて市原市が策定する「新焼却施設　それに向けて市原市が策定する「新焼却施設
整備基本計画」費用の一部を夷隅郡市２市２町整備基本計画」費用の一部を夷隅郡市２市２町
で負担します。で負担します。

●インバウンド向け観光情報発信委託●インバウンド向け観光情報発信委託
１４４万６千円１４４万６千円

　町内観光関連事業者を対象としたインバウ　町内観光関連事業者を対象としたインバウ
ンドの現状や受入れについて、ワークショッンドの現状や受入れについて、ワークショッ
プの開催や訪日外国人観光客向けに町の観光プの開催や訪日外国人観光客向けに町の観光
情報を発信します。情報を発信します。

●●帯状疱疹ワクチン接種費用助成帯状疱疹ワクチン接種費用助成
１１６万８千円１１６万８千円

　５０歳以上の住民に対し、帯状疱疹ワクチン　５０歳以上の住民に対し、帯状疱疹ワクチン
の接種費用の一部を助成することにより、発の接種費用の一部を助成することにより、発
症及び重症化の予防を図るとともに、経済的症及び重症化の予防を図るとともに、経済的
負担の軽減を図ります。負担の軽減を図ります。

●第３子以降の学校給食費無償化●第３子以降の学校給食費無償化
148万4千円148万4千円

　多子世帯の子育てに対する経済的負担を軽　多子世帯の子育てに対する経済的負担を軽
減させるため、第３子以降における小中学校減させるため、第３子以降における小中学校
の給食費を無償化します。の給食費を無償化します。
　（うち742 千円は県補助金によるものです。）　（うち742 千円は県補助金によるものです。）

　３月定例議会において、今年度の当初予算をはじめ、人事案や条例改正などを審議し、　３月定例議会において、今年度の当初予算をはじめ、人事案や条例改正などを審議し、
いずれも可決しました。いずれも可決しました。
　一般会計の予算は 36 億 6,271万5千円で、前年度比 1.5％減の 5,428 万5千円の　一般会計の予算は 36 億 6,271万5千円で、前年度比 1.5％減の 5,428 万5千円の
減少となりました。減少となりました。
　今年度新たに取り組む施策の中で、主な事業をピックアップします。　今年度新たに取り組む施策の中で、主な事業をピックアップします。

令和 6 年度予算令和 6 年度予算

令和６年度令和６年度

●●機能保全計画更新業務機能保全計画更新業務（漁港整備事業）（漁港整備事業）

９９４万９千円９９４万９千円
　漁船の安全な航行のため漁港整備に係る機能　漁船の安全な航行のため漁港整備に係る機能
保全計画を策定します。保全計画を策定します。

▲岩和田漁港
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質疑＆応答
● 公衆トイレの改修工事について

　（公衆トイレ等改修工事）
277万3千円

Q　衛生費の公衆トイレの改修工事とは。
A　浜の公衆トイレの改修工事として計上。工事内容
としては、和式トイレの洋式化及び内外の塗装工事を
行うものである。

　一般会計予算の中で、議員から質問があった主な質疑を掲載します。　一般会計予算の中で、議員から質問があった主な質疑を掲載します。

● ブロック塀撤去費補助金の昨年度の実績● ブロック塀撤去費補助金の昨年度の実績
についてについて（ブロック塀撤去費補助金） 　　 　　 56万円56万円
QQ　ブロック塀撤去費補助金の令和５年度の実績は何件か。　ブロック塀撤去費補助金の令和５年度の実績は何件か。
AA　件数は７件、補助金額は１４万円の実績となった。　件数は７件、補助金額は１４万円の実績となった。

● 歴史民俗資料館の今後について● 歴史民俗資料館の今後について
QQ　閉館した歴史民俗資料館について今後の運営の予　閉館した歴史民俗資料館について今後の運営の予
定は。定は。
AA　歴史民俗資料館内にあった展示物については、公　歴史民俗資料館内にあった展示物については、公
民館１階ロビーにて御宿町に関わりが深い重要な文化民館１階ロビーにて御宿町に関わりが深い重要な文化
財を展示している。そのほか、文化財審議委員会のな財を展示している。そのほか、文化財審議委員会のな
かで特別展示等について考えていき、広く住民に見てかで特別展示等について考えていき、広く住民に見て
いただけるように考えている。いただけるように考えている。

▲公民館１階ロビーの展示物

令和 6 年度予算令和 6 年度予算

● 種苗放流事業によるアワビの水揚げ高に
について（種苗放流事業）　　　　 １５１万８千円
Q　種苗放流事業によってアワビの水揚げ高は増えたの
か。
A　過去５年では、毎年 2.5トンから 3.5トンで安定し
ているため種苗放流事業の成果がでていると思われる。

▲アワビの種苗放流

● 花火大会の開催について● 花火大会の開催について
QQ　令和６年に花火大会を開催する予定はあるか。　令和６年に花火大会を開催する予定はあるか。
AA　開催については、御宿花火大会実行委員会での決定と　開催については、御宿花火大会実行委員会での決定と
なる。安全の確保、資金の確保、開催方法などを十分検討し、なる。安全の確保、資金の確保、開催方法などを十分検討し、
町としても支援を行いたいと考えている。町としても支援を行いたいと考えている。

▲浜公衆トイレ
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● 町史編さんの検討について● 町史編さんの検討について
QQ　来年度の町制施行７０周年記念事業を機会に町史　来年度の町制施行７０周年記念事業を機会に町史
編さんについて検討してはどうか。編さんについて検討してはどうか。
AA　町制施行７０周年という節目を迎えるにあたり、町　町制施行７０周年という節目を迎えるにあたり、町
史編さんについて大きな課題の１つとして捉え、検討し史編さんについて大きな課題の１つとして捉え、検討し
ていきたい。また、それぞれの所管で配慮しながらデーていきたい。また、それぞれの所管で配慮しながらデー
タ化についても気を配りながら進めていきたい。タ化についても気を配りながら進めていきたい。

● 御宿産ミヤコタナゴの保全について● 御宿産ミヤコタナゴの保全について
（ミヤコタナゴ環境整備事業）

324万2千円324万2千円
QQ　ミヤコタナゴ環境整備事業の現状と今後の展望　ミヤコタナゴ環境整備事業の現状と今後の展望
は。は。
AA　ここ数年で個体数が減ってきており、増やすた　ここ数年で個体数が減ってきており、増やすた
めの貝も減ってきているのがここ数年の現状である。めの貝も減ってきているのがここ数年の現状である。
今後は保存会の方の高齢化を含めて管理方法につい今後は保存会の方の高齢化を含めて管理方法につい
て検討するとともに、今後の取組みの在り方についてて検討するとともに、今後の取組みの在り方について
考えていきたい。考えていきたい。

● 学校 DX 推進コーディネーター配置事業● 学校 DX 推進コーディネーター配置事業
についてについて（学校 DX 推進コーディネーター配置事業）

　99万8千円　99万8千円
QQ　学校 DX 推進コーディネーター配置事業とは。　学校 DX 推進コーディネーター配置事業とは。
AA　令和５年度より児童生徒に1人１台ずつ新規端末を　令和５年度より児童生徒に1人１台ずつ新規端末を
配布している。それを活用した授業を展開するため、相配布している。それを活用した授業を展開するため、相
談できるコーディネーター（SE）を毎月１人派遣し、子談できるコーディネーター（SE）を毎月１人派遣し、子
どもたちにより良い指導ができる体制づくりを図るためどもたちにより良い指導ができる体制づくりを図るため
の事業として実施してきている。令和６年度はこの事業の事業として実施してきている。令和６年度はこの事業
を展開させることに加え、２市２町で同時導入した校内を展開させることに加え、２市２町で同時導入した校内
支援ソフトなども併せてコーディネーターに相談できる支援ソフトなども併せてコーディネーターに相談できる
など、困り事を幅広く相談できる体制をつくっていくたなど、困り事を幅広く相談できる体制をつくっていくた
めの事業である。めの事業である。

● 御宿パークゴルフガーデンと御宿台公● 御宿パークゴルフガーデンと御宿台公
園テニス場の運営について園テニス場の運営について

（御宿台運動施設管理運営事業）
798万5千円798万5千円

QQ　パークゴルフガーデンとテニス場でのイベントの　パークゴルフガーデンとテニス場でのイベントの
企画や大会誘致などの予定はあるか。企画や大会誘致などの予定はあるか。
AA　直営で行っていくなかで、まずは土台を固めつつ、　直営で行っていくなかで、まずは土台を固めつつ、
利用者の要望を聞きながらイベントの企画等を検討し利用者の要望を聞きながらイベントの企画等を検討し
ていきたい。ていきたい。

御宿台パークゴルフガーデンは
なぜ町営になったのか？

　令和２年度から株式会社キャメルゴルフリゾー
トが指定管理者として管理・運営を行っていたが、
令和６年度は指定管理者の応募がなかったため、
町営で行うもの。

▲天然記念物のミヤコタナゴ

● ● 御宿駅エレベーター設置整備事業御宿駅エレベーター設置整備事業等に等についてついて
QQ　御宿駅エレベーター設置整備事業等の今後の方針は。　御宿駅エレベーター設置整備事業等の今後の方針は。
AA　エレベーターの設置案・単線化案・スロープ案の３つ　エレベーターの設置案・単線化案・スロープ案の３つ
の案から協議を重ね、線路を横断してスロープで上がっての案から協議を重ね、線路を横断してスロープで上がって
いく案で協議を進めている。今後は、JR 東日本と協議を進いく案で協議を進めている。今後は、JR 東日本と協議を進
めながら、バリアフリー基本構想を策定し、国の補助を活めながら、バリアフリー基本構想を策定し、国の補助を活
用しながら実施していきたい。用しながら実施していきたい。

▲スロープの設置が検討されている改札口北側

令和 6 年度予算令和 6 年度予算
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石井 芳清 議員石井 芳清 議員

　私は、当初予算の執行にあたり２点意見を申し上げます。
　１つ目は、御宿小学校の更新事業をどう進めるのかを早急に議会と協議を重ね、方針
を定めることが必要であると考えます。同時に安全を最優先とする立場から火葬場の撤
去、学校の安全、野球場の運営、資料館、役場エントランス、これらの安全確保をまず
最優先に協議し、その方向性を定める必要があるのではないか。
　そして２つ目は、昭和型の分断予算からパッケージ型予算そして執行へ。今本当に必
要なものに重点配分し執行する。そして、子どもと子育てを最優先する町づくりが今求
められているのではないでしょうか。
　子育てパッケージ、チーム御宿で全力であたること、子どもたちの笑顔が輝く御宿町
の実現、笑顔で子育てができる御宿町の実現に意見を申し上げさせていただき、反対討
論とします。

今本当に必要なものに重点配分し、執行すべきである

反 対

反 対 討 論

令和６年度一般会計予算を訂正し可決しました
（議案第 22 号 御宿町一般会計予算）　　　

　令和６年第１回定例会で提案された当初予算のなかで、予算の計上方針に対し、複数の
議員から意見が出たため議員間での協議の結果、町長との話し合いを経て予算案が訂正さ
れました。
　なお、町営プール修繕料については、第３回臨時会において再度審議されました。（P22参照）

【 訂正箇所 】【 訂正箇所 】　　

　高校生通学定期券購入費補助金　高校生通学定期券購入費補助金

　

　　町営プール修繕料町営プール修繕料

訂正前
施設の老朽化による修繕料として
40,435千円を計上

　　　　　　

➡

訂正後
修繕内容等について細部にわたる
調整が必要となったため訂正

（40,435千円から 0円に減額）

訂正前
児童手当の対象拡大に伴い、高校生通学
定期券購入費補助金を令和６年９月まで
で終了

　　　　　　　　

➡

訂正後
子育て支援の観点からこれまで通りの年
間を通じた補助とすることに訂正

（1,150千円から 2,300千円に増額）

令和 6 年度予算令和 6 年度予算
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　２月１７日（土）に役場大会議室において、第２回目となる『若
モノ×議会』まちづくりワークショップを開催しました。
　第１回ワークショップに参加した御宿町在住で高校生の吉野
有咲さんが今回は、ファシリテーターを快く受けていただきま
した。グループごとに決まったテーマのほか、フリートークも
加えて実施しました。
　当日は、１０名の議員のほか、高校生７名を含む１９名の方
が参加して実施しました。

司会役（ファシリテーター）としてお二人をお招きしました。▶

第 ２ 回

『若モノ×議会』まちづくり『若モノ×議会』まちづくり
ワークショップを開催しましワークショップを開催しましたた

●全体ファシリテータ―　　 吉野　有咲 氏　高校３年生（上の写真 左側）
●サポートファシリテーター  松下　啓一 氏　地方自治研究家・政策起業家　（上の写真 右側）

会場内に子どもたちのスペースを設けました
　当初は別室に託児所を設ける予定でしたが、会
場内に子ども達のスペースを設けて実施しました。
　ファシリテーターの松下先生からは「子どもた
ちが走り回るワークショップは全国で初めてでは
ないか。前回よりも
どんどん発展してき
ているね！」という
お褒めの言葉をいた
だきました。

▲子どもたちが遊んでいる様子

　提案いただいたアイデアを実現するためには、
議会だけでなく町長にも賛同頂く必要があり、
大きな課題の一つとなっています。
　これまでは一般質問等での議員個人の提言に
留まっていましたが、今後は、頂いたアイデア
について議会内で協議し、書面にした上で議会
全体として町長に投げかけてみよう、という事
になりました。
　これからも失敗を恐れずに挑戦を続けてまい
ります。応援よろしくお願いいたします。

 議会の挑戦はまだまだ続きます！
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今回もたくさんのアイデアがまとまりました

A グループ　（石井議員　藤井議員）
子育て世代の移住促進のアイデアについて

「仕事場を増やして御宿で就職したい、勉強する場
として図書館がほしい」
●子育て世代、高校生、両世代の希望は「仕事場と図書館が
欲しい」と一致した。特にお母さんたちの「プチ仕事」があ
るといい。
●移住促進のアイデアとして、お試しで山村留学を１ヶ月～
１年する、賃貸物件に補助金を出す、農業・畜産・酒づくり
体験をするなど、御宿を好きになるきっかけづくりをしたら
どうか。
●公園、カラオケ、ボーリングなどのアミューズメント施設
やカフェが欲しい。
●無いものを作るためには、大きくいきなりやるより、今「か
ぐやDEアミーゴ」がやってるように、小さな場所で小さな活
動から始めればいいんじゃないか。

B グループ　（圡井議員　塩入議員）
子供の遊び場・みんなが集える場所を増やす方
法について

「交通の便の良い場所に複合施設を作れば町が活性化
するし、みんなが集える」
●図書館、大きな公園、ファミレス、カフェなどすぐにみんなで
集まれる場所は、１ヵ所にないと結局行かなくなるので、併設し
た複合施設を作ればみんな集まりやすい。
●複合施設というと道の駅やイオン、アリオなどだが、御宿町に
はそこまで大きいものではなく、最低限のものがあれば町は活性
化するし、子どもやみんなが気軽に集まれる。
●資金は、町有地を売却したり、クラウドファンディングでお金
を集めればいいのではないか。
●複合施設の場所は、須賀多目的広場や駅裏の広い土地はどう
か。駅から近く、行くまでの交通手段を整えると行きやすい。

Ｃグループ　（田中議員　伊藤議員）
子ども・若者・高齢者の多世代が楽しめて
集まれる場所と効果について

「サンドスキー場の復活や須賀多目的広場に遊具を
設置して交流の場を増やしたい」
●多世代で楽しめて、御宿町に移住が増えるにはどうすれば
いいか考えた。
●場所はサンドスキー場で、各家庭など自分たちで作ったス
キーやソリなどで楽しむ。須賀多目的広場に御宿町のシンボ
ル的な「らくだ」などを使ったいろんな遊具を建てたらいい
のではないか。
●施設に移動する道路を整備して、安全に移動できるように
したい。
●もっと宣伝して、宣伝する効果で御宿町の名前を広めたい。
●集える場所が増えると、色々な人との交流が増えるので、
若者や高齢者たちの意見を融合したい。

Ｄグループ　（滝口議員　岩瀬議員）
キーワードは…　海、食、土地、娯楽、教育の５つ

「海付近の駐車場料金の設定はエリアごとに」
●海付近の駐車場料金は、単純に無料にしてしまうと混み合う
ので、海の直近は 2,000 円、少し離れたところは 1,000 円。
遠いなら無料にして料金を選べるようにするのはどうか。
●御宿のいいところ、海岸・海がきれい、ウミガメがいる、な
どを YouTube で流して露出を増やす。
●食・ジビエについて、キョンの問題、猪などが穴を掘ってそ
こに水が入って崩れたりマダニの問題など、単純に有害鳥獣が
増えているという問題だけではなくて、健康面、安全面、財政
面での問題にもなる。逆にそれを活かして、「リアルもののけの
里ツアー」みたいなものを実施すれば、娯楽にも繋がり、イン
バウンド対策にもなる。
●土地は、公園がない。子どもたちの遊ぶ場所がない。あと空
き家問題。

Ｅグループ　（北村議員　椎木議員）
町内の専門家による情報発信のための講座を開催

「町内在住で情報発信に精通している方を講師に講座を開いてはどうか」
●御宿にはリソースとして豊かな自然など良いものがたくさんあるのに、上手くみんなに伝わっていない。もっと広報に力を入れな
きゃいけない。
●役場のホームページや広報誌があるが、宣伝の仕方も専門的なやり方があるため、勉強してもらって、もっと情報発信していかな
ければいけない。役場が中心になって御宿のことをしっかりアピールして、そこに御宿町内の個人がさらに情報発信すれば相乗効果
になるのではないか。
●町内の起業家で情報発信に精通している方を講師として、役場で講座を開いて、町内で興味がある方、町の職員が参加して問題を
共有して、やり方を勉強すれば、広がりも出てくるのではないか。
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　２月２５日（日）に御宿町公民館大ホールにおいて、御宿町議会報告会を実施しました。
　御宿町議会では、令和５年９月に制定した御宿町議会基本条例に基づいて議会運営を
進めており、その一環として実施しました。
　テーマは『御宿小学校校舎更新について』。１０名の議員のほか、６９名の方が参加され
ました。
　報告会の流れは、議長あいさつ後、本日のテーマの報告・説明（議会だより第 211号を
利用）を行い、１月12 日開催の臨時会において、「御宿小学校を更新するために、御宿
小学校を御宿中学校に移転し建設するための基本設計委託補正予算の議決」に対する各
議員の考え方を述べました。
　その後、意見交換会となり、１３名の方が発言され、質問に対しては、議員が回答しました。
　また、御宿町議会報告会時に、アンケート（本日の感想）をお配りしたところ、１６名の
回答がありました。

御宿町議会報告会を御宿町議会報告会を
　　　　　実施しました　　　　　実施しました

議会報告会の詳細は、町ホームページを
ご参照ください。

町 HP ▶︎
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教育環境について

子どもの安全面について

その他
●今回御宿小学校を御宿中学校へ移転することについて議会が反対したことは御宿町民にとって大きな
問題だ。

●学校関係者ばかりで審議してはだめだ。教育を効率で考えてはだめだ。教育は学校だけ考えるのでは
なく、その周りを考えないと地域がダメになる。

●皆さんは、小学校の生徒のことを考えて、結論を出したのか。町と話し合いの場を持ったらどうなのか。

●教育施設検討委員会の委員だったが、検討委員会というより執行部の報告会だった。一回止まったの
だから、地域住民も交えて議論した方がいい。

●こども園は４人しか入園しない。子育て世代としてはせっかく建てるのだから魅力的な学校を建てて
欲しい。もう一度検討して欲しい。

●御宿中学校に移転するほかにどういったところがあるのか教えて欲しい。移転後のアイデアはあるの
か。廃墟の学校ばかり増えてもしょうがない。

●元議員ですが、「この問題はどうなんですか」と町長に聞いても「あなたと私の意見は違うから」と
言われてしまい協議にならない。

●まず一番大事に考えないといけないのは子ども達の命
だ。とにかく１日でも早く安全な場所を決定すべきだ。

●御宿中学校への移転は、送り迎えの時の渋滞や浅間様
付近の土砂崩れ、６歳から１５歳までの子が同じ環境で
学習するのが適当なのか、懸念がある。

●小学校跡地に４階建てを作ってはどうか。１階は柱だ
けにして駐車場に、２階から３階を校舎に、４階を町の
人が逃げる避難場所にしてはどうか。

● 60 年の耐用年数が来ることと、自然災害の懸念があ
るので、命が大事だから早く結論を出して欲しい。

●御宿小学校の屋上のコンクリート
が剥離している。子ども達をそこで勉
強させていいのか。町総合計画にある
令和９年 3月までに建替えられるのか。
●中学校は、送迎時大渋滞問題がある
し、土砂崩れに関しては専門家にも聞
いてないし、遊具を中庭に設置すると
中学生は困るのではないか。

意見交換会で出た意見意見交換会で出た意見
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質問順番 質　問　事　項 質問議員

１
　①令和６年度一般会計予算の重点事項について
　②須賀多目的広場の活用について
　③海岸付近の町営駐車場の町民割引について

岩瀬　環樹

２ 　１．荒廃林の管理・活用について
　  （１）町内の荒廃林の現状について　　（２）今後の方策について　 北村　昭彦

３ 　１．有害鳥獣対策について　　２．JR 東日本ダイヤ改正について 塩入　健次

４ 　１．道路問題について　２．エンディングプラン・サポート事業について 圡井　茂夫

５

　町長の政治姿勢について
　・総合計画について　　　　　　　　・安心安全な町づくりについて
　・役場窓口の接遇について　　　　　・御宿小学校更新事業について
　・新年度の保険証の事務について

石井　芳清

詳細は☞ P １２～ P １６

　

議案番号 件　　　　名 結　果

選挙第 1号 　選挙管理委員の選挙について 当　選

選挙第 2号 　選挙管理委員補充員の選挙について 当　選

議案第１号 　御宿町教育委員会教育長の任命について 同　意

議案第２号 　御宿町教育委員会委員の任命について 同　意

議案第３号 　固定資産評価審査委員会委員の選任について 同　意

議案第４号 　指定管理者の指定について 可　決

議案第５号 　監査委員に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

議案第７号 　御宿町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正する
　条例の制定について 可　決

議案第８号 　御宿町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

各議案の説明は☞ P １７～ P ２０

提出議案提出議案とと審議結果審議結果

一般質問一般質問

令和６年第１回定例会令和６年第１回定例会
３月６日、７日、１４日

３月６日に行われた一般質問では、５名の議員が登壇し、町政全般について現状や方針を
問いました。
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議案番号 件　　　　名 結 果

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10
藤
井　
利
一

岩
瀬　
環
樹

塩
入　
健
次

滝
口　
一
浩

圡
井　
茂
夫

北
村　
昭
彦

伊
藤　
城
祐

石
井　
芳
清

椎
木　
藤
弘

田
中
と
よ
子

議案第６号
第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及
び費用弁償に関する条例等の一部を改正する
条例の制定について

可 決 〇 〇 〇 議長 〇 〇 〇 × 〇 〇

議案第９号
御宿町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運
営に関する基準等を定める条例の一部を改正す
る条例の制定について

可 決 〇 〇 〇 議長 〇 〇 〇 × 〇 〇

議案第 10号

御宿町指定介護予防支援等の事業の人員及び運
営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の
ための効果的な支援の方法に関する基準等を定
める条例の一部を改正する条例の制定について

可 決 〇 〇 〇 議長 〇 〇 〇 × 〇 〇

議案第 11号 御宿町漁港管理条例の一部を改正する条例の制
定について 可 決 〇 〇 〇 議長 〇 〇 〇 × 〇 〇

議案第 14号 御宿町給水条例の一部を改正する条例の制定に
ついて 可 決 〇 〇 〇 議長 〇 〇 〇 × 〇 〇

議案第 17号 令和５年度御宿町一般会計補正予算（第８号） 可 決 〇 〇 〇 議長 〇 〇 〇 × 〇 〇

議案第 18号 令和６年度御宿町水道事業会計予算 可 決 〇 〇 〇 議長 〇 〇 〇 × 〇 〇

議案第 19号 令和６年度御宿町国民健康保険特別会計予算 可 決 〇 〇 〇 議長 〇 〇 〇 × 〇 〇

議案第 20号 令和６年度御宿町後期高齢者医療特別会計予算 可 決 〇 〇 〇 議長 〇 〇 〇 × 〇 〇

議案第 21号 令和６年度御宿町介護保険特別会計予算 可 決 〇 〇 〇 議長 〇 〇 〇 × 〇 〇

議案第 22号 令和６年度御宿町一般会計予算 可 決 〇 〇 〇 議長 〇 〇 〇 × 〇 〇

議案第 12号 　御宿町営住宅設置管理条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

議案第 13号 　御宿町消防団条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

議案第 15号 　令和５年度御宿町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 可　決

議案第 16号 　令和５年度御宿町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 可　決

発議第１号 　令和 6年３月のダイヤ改正の見直しに関する要望書の提出について 可　決

請願第１号 　「健康保険証を残してください」保険証存続を求める意見書採択を求める
　請願書 採　択

発議第２号 　「健康保険証を残してください」保険証存続を求める意見書の提出について 可　決

賛否が分かれた議案賛否が分かれた議案 賛成：〇　反対：×　
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Ｑ
夏
季
に
お
い
て
は
海

岸
付
近
の
町
営
駐
車

場
と
多
目
的
広
場
の
駐
車
料

金
が
同
じ
１
０
０
０
円
に

な
っ
て
い
る
が
、
多
目
的

広
場
の
駐
車
料
金
を
平
日

５
０
０
円
に
し
、
町
民
は
無

料
、
そ
の
分
の
減
益
分
は
土

日
、
祝
日
や
お
盆
期
間
に
値

上
げ
を
し
て
は
ど
う
か
。

Ａ
今
後
研
究
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
。　

（
答
弁
者･･･

産
業
観
光
課
長
）

●
海
岸
付
近
の
町
営

駐
車
場
の
町
民
割
引

に
つ
い
て

Ｑ
町
民
の
福
祉
向
上
、

健
康
増
進
、
ス
ポ
ー

ツ
振
興
の
た
め
に
町
営
駐
車

場
の
町
民
割
引
制
度
の
導
入

を
検
討
し
て
も
ら
え
な
い

か
。
例
え
ば
割
引
料
金
先
払

い
方
式
の
年
間
パ
ス
ポ
ー
ト

の
発
行
を
実
施
す
れ
ば
、
町

民
に
恩
恵
を
与
え
る
だ
け
で

な
く
、
移
住
定
住
の
施
策
と

し
て
も
ア
ピ
ー
ル
で
き
、
徴

収
員
の
負
担
軽
減
に
も
な

る
。
こ
の
提
案
に
対
し
て
町

の
考
え
は
ど
う
か
。

場
前
の
交
差
点
の
一
部
拡

幅
、
交
通
渋
滞
の
緩
和
措
置

な
ど
ハ
ー
ド
面
で
の
対
応

や
、
物
産
セ
ン
タ
ー
の
経
営

と
競
合
す
る
飲
食
店
、
商
店

街
等
の
理
解
が
得
ら
れ
る
か

な
ど
の
課
題
、
財
政
上
の
状

況
を
踏
ま
え
総
合
的
に
判
断

し
、
協
議
会
で
は
道
の
駅
整

備
に
つ
い
て
は
進
め
る
べ
き

で
は
な
い
と
い
う
結
果
に
至

り
解
散
し
て
い
る
。
　
　

（
答
弁
者･･･

企
画
財
政
課
長
）

Ｑ
今
後
、
須
賀
多
目
的

広
場
を
ど
の
よ
う
に

活
用
し
て
い
く
の
か
。

Ａ
有
効
活
用
を
今
後
も

考
え
て
い
き
た
い
。　

（
答
弁
者･･･

町
長
）

Ｑ
お
子
さ
ん
連
れ
や
お

年
寄
り
な
ど
散
歩
を

楽
し
む
方
も
い
る
の
で
、
多

目
的
広
場
内
は
禁
煙
に
し
て

は
ど
う
か
。

Ａ
広
場
内
に
お
け
る
禁

煙
に
つ
い
て
は
今
後

検
討
す
る
。

（
答
弁
者･･･

町
長
）

Ｑ
国
道
沿
い
に
位
置
し
、

利
便
性
が
高
い
好
立

地
に
須
賀
多
目
的
広
場
が
あ

る
。
ナ
イ
タ
ー
の
設
備
も
兼

ね
備
え
た
須
賀
多
目
的
広
場

が
閉
鎖
さ
れ
、
十
分
に
利
用

さ
れ
ず
放
置
さ
れ
て
い
る
経

緯
を
伺
う
。

Ａ
一
部
の
利
用
者
が
無

断
で
長
期
駐
車
や
車

庫
代
わ
り
に
使
う
傾
向
が
あ

り
、
有
料
駐
車
場
を
営
む
事

業
者
に
影
響
を
与
え
る
こ
と

が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
無
断

駐
車
等
の
利
用
は
現
在
お
断

り
を
し
て
い
て
、
現
状
で
は

地
域
の
行
事
、運
動
や
散
歩
、

イ
ベ
ン
ト
、
行
事
等
の
臨
時

駐
車
場
な
ど
多
目
的
広
場
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。

（
答
弁
者･･･
企
画
財
政
課
長
）

Ｑ
１
９
９
０
年
代
に
道

の
駅
を
誘
致
す
る
計

画
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
ど

の
よ
う
な
も
の
か
。

Ａ
当
時
は
道
の
駅
の
候

補
地
と
し
て
須
賀
多

目
的
広
場
に
決
定
し
、
平
成

12
年
度
ま
で
様
々
な
協
議
が

さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
広

●
令
和
６
年
度

重
点
事
項
に
つ
い
て

Ｑ
令
和
６
年
度
一
般
会

計
予
算
の
重
点
事
項

に
つ
い
て
伺
う
。

Ａ
重
点
事
項
は
、
生
活

基
盤
の
整
備
と
し
て

清
掃
セ
ン
タ
ー
の
適
切
な
運

営
、
生
活
道
路
の
整
備
を
計

画
的
に
進
め
る
。
公
共
施
設

の
適
切
な
維
持
管
理
と
し

て
、
町
営
プ
ー
ル
大
規
模
改

修
、
公
民
館
女
子
ト
イ
レ
を

洋
式
化
し
て
利
用
者
へ
配
慮

す
る
。
社
会
福
祉
の
充
実
と

し
て
、
子
ど
も
か
ら
お
年
寄

り
ま
で
、
切
れ
目
の
な
い
支

援
を
行
う
。
産
業
振
興
と
し

て
、
訪
日
外
国
人
の
誘
客
に

努
め
る
。
教
育
の
振
興
と
し

て
、
第
３
子
以
降
の
学
校
給

食
費
の
無
償
化
を
実
施
す

る
。こ
の
ほ
か
Ｄ
Ｘ
の
推
進
、

帯
状
疱
疹
ワ
ク
チ
ン
接
種
補

助
等
に
取
り
組
む
。　
　
　

（
答
弁
者･･･

町
長
）

●
須
賀
多
目
的
広
場

の
活
用
に
つ
い
て

Ａ
駐
車
場
料
金
は
町
と

観
光
協
会
に
と
っ
て

も
貴
重
な
収
入
源
で
あ
り
、

維
持
管
理
経
費
に
も
充
て
ら

れ
る
た
め
、
今
の
と
こ
ろ
割

引
に
つ
い
て
は
考
え
て
い
な

い
。
し
か
し
、
町
民
の
多
数

回
利
用
に
お
け
る
割
引
は
、

継
続
し
て
調
査
を
行
い
、
問

題
点
等
を
整
理
し
た
い
。

（
答
弁
者･･･

産
業
観
光
課
長
）

Ｑ
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で

は
州
立
公
園
の
駐
車

場
共
通
年
間
パ
ス
ポ
ー
ト

は
、
２
０
０
ド
ル
で
購
入
で

き
て
、
サ
ン
セ
ッ
ト
タ
イ
ム

に
な
る
と
、
癒
や
し
や
憩
い

の
時
間
と
し
て
毎
日
人
々
が

海
岸
に
集
ま
り
パ
ワ
ー
ス

ポ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
。
御

宿
海
岸
に
も
気
軽
に
人
々
が

訪
れ
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う

年
パ
ス
の
導
入
を
提
案
す
る

が
、
町
長
の
お
考
え
を
聞
き

た
い
。

Ａ
観
光
客
や
地
元
住
民

の
人
た
ち
へ
の
対
応

に
つ
い
て
、
今
後
と
も
色
々

ご
意
見
、
ご
指
導
頂
け
れ
ば

あ
り
が
た
い
。

（
答
弁
者･･･

町
長
）

 

一般質問
  岩瀬 環樹 議 員  岩瀬 環樹 議 員

産業観光課長 ― 町民の多数回利用の割引は
継続して調査し、問題点等を整理したい

町営駐車場の町民割引制度導入の検討を

一般質問の詳細は会議録を参照
ください。　会議録　P12 ～ P18 町 HP
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仰
ぎ
、
御
宿
町
内
で
も
地
域

お
こ
し
協
力
隊
制
度
を
活
用

し
て
、
山
林
整
備
の
担
い
手

を
育
て
て
い
く
、
と
い
う
提

案
だ
。

　
大
多
喜
町
は
、
地
域
お
こ

し
協
力
隊・
林
業
チ
ー
ム
は

複
数
名
の
隊
員
を
維
持
し
な

が
ら
５
年
以
上
取
り
組
み
を

続
け
て
い
る
。
師
匠
の
下
に

1
年
目
～
3
年
目
の
隊
員
が

い
て
、
更
に
О
Ｂ
や
、
時
に

は
私
の
よ
う
な
山
仕
事
を
勉

強
し
た
い
と
い
う
外
部
の
人

間
も
混
じ
り
な
が
ら
、
多
様

性
に
富
ん
だ
チ
ー
ム
で
仕
事

を
し
て
い
る
。

　
し
か
も
隊
員
た
ち
は
従
来

の
林
業
経
営
に
留
ま
ら
ず
、

こ
れ
か
ら
山
を
ど
う
管
理
・

活
用
し
て
い
く
か
と
い
う
冒

頭
に
述
べ
た
よ
う
な
範
囲
に

も
活
動
の
幅
を
広
げ
て
い

て
、
全
国
に
誇
れ
る
レ
ベ
ル

の
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
成

功
事
例
と
な
っ
て
い
る
。

　
実
は
、
あ
る
機
会
に
御
宿

町
で
採
用
し
た
地
域
お
こ
し

協
力
隊
も
、
大
多
喜
町
の

チ
ー
ム
に
仲
間
入
り
さ
せ
て

も
ら
っ
て
一
緒
に
修
行
さ
せ

て
頂
な
い
か
と
い
う
話
を
し

た
と
こ
ろ
、大
多
喜
町
長
も
、

し
た
森
林
整
備
を
推
進
す
る

た
め
、
森
林
環
境
整
備
基
本

計
画
を
策
定
し
て
い
る
。
森

林
環
境
譲
与
税
の
活
用
事
例

と
し
て
は
、
公
共
施
設
へ
の

木
製
什
器
の
設
置
や
私
有
の

人
工
林
所
有
者
が
実
施
す
る

間
伐
、
下
刈
り
等
へ
の
補
助

な
ど
も
あ
る
。町
で
は
今
後
、

森
林
環
境
譲
与
税
を
活
用
し

森
林
整
備
に
努
め
て
い
き
た

い
。

（
答
弁
者･･･

産
業
観
光
課
長
）

Ａ
町
内
に
担
い
手
が
お

ら
ず
取
り
組
み
に
く

い
部
分
も
あ
る
が
、
荒
廃
林

の
整
備
が
生
活
環
境
に
与
え

る
大
き
な
影
響
、
効
用
、
効

果
は
十
分
あ
る
の
で
、
し
っ

か
り
と
可
能
性
を
追
求
し
て

い
き
た
い
。

（
答
弁
者･･･

町
長
）

Ｑ
担
い
手
が
い
な
い
と

い
う
、
そ
の
言
葉
を

実
は
待
っ
て
い
た
。
ぜ
ひ
こ

の
機
会
に
１
つ
提
案
を
さ
せ

て
頂
き
た
い
。

　
そ
れ
は
、
す
で
に
先
行
し

て
林
業
の
担
い
手
育
成
の
取

り
組
み
を
始
め
て
い
る
大
多

喜
町
に
全
面
的
に
ご
協
力
を

よ
う
な
施
策
を
講
じ
て
き
た

の
か
に
つ
い
て
伺
う
。

Ａ
町
の
森
林
面
積
は
全

体
の
51
％
を
占
め
、
そ

の
大
部
分
が
私
有
林
だ
。
森

林
の
種
別
は
人
工
林
35
％
、

天
然
林
57
％
、
竹
林
そ
の
他

で
8
％
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
の
中
で
荒
廃
林
と
な
っ

て
い
る
箇
所
が
見
受
け
ら
れ

る
た
め
、
道
路
や
施
設
に
接

し
て
い
る
森
林
な
ど
、
各
担

当
課
に
お
い
て
必
要
に
応
じ

て
対
策
し
て
い
る
。

（
答
弁
者･･･

産
業
観
光
課
長
）

●
今
後
の
方
策
に
つ

い
てＱ

こ
の
問
題
に
つ
い
て

町
長
は
ど
の
よ
う
な

ビ
ジ
ョ
ン
を
お
持
ち
か
。
森

林
環
境
譲
与
税
基
金
の
活

用
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
制

度
の
活
用
、
国
や
民
間
の
助

成
金
等
の
活
用
等
の
観
点
か

ら
、
今
の
取
組
状
況
と
今
後

の
方
策
に
つ
い
て
伺
い
た

い
。Ａ

現
在
、
町
で
は
森
林

環
境
譲
与
税
を
活
用

●
荒
廃
林
の
管
理
の

重
要
性
に
つ
い
て

　

荒
廃
林
の
放
置
は
、
生
態

系
の
崩
壊
や
有
害
獣
の
増

加
、
土
砂
災
害
の
リ
ス
ク
、

漁
獲
量
の
減
少
、
花
粉
症
の

多
発
化
な
ど
私
た
ち
の
生
活

を
大
き
く
脅
か
し
て
い
る
。

　
一
方
で
、
適
切
に
管
理
さ

れ
た
健
全
な
森
林
は
、
地
域

の
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
や
学

び
の
場
を
提
供
し
て
く
れ
る

だ
け
で
な
く
、
人
の
心
と
体

を
健
康
に
す
る
効
果
が
高
い

こ
と
も
実
証
さ
れ
て
お
り
、

地
域
住
民
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ（
生
活

の
質
）
向
上
の
面
で
も
、
新

た
な
観
光
資
源
開
発
の
面
で

も
無
限
の
可
能
性
を
秘
め
て

い
る
。

　
言
わ
ば
こ
れ
は
、
行
政
と

し
て
放
置
で
き
な
い
深
刻

な
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、

放
っ
て
お
い
て
は
も
っ
た
い

な
い
問
題
で
あ
る
と
も
言
え

る
。●

町
内
の
荒
廃
林
の

現
状
に
つ
い
て

Ｑ
町
は
現
状
を
ど
の
よ

う
に
認
識
し
、
ど
の

担
当
課
長
も
、
林
業
の
師
匠

た
ち
も
、
皆
さ
ん
口
を
そ
ろ

え
て
大
歓
迎
だ
と
言
っ
て
い

た
だ
い
た
。

　
新
た
に
師
匠
を
探
し
て
ゼ

ロ
か
ら
町
内
に
チ
ー
ム
を
作

る
の
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
た

め
、
こ
れ
は
本
当
に
い
い
話

だ
と
思
う
。
ぜ
ひ
前
向
き
に

ご
検
討
頂
き
た
い
。
町
長
の

力
強
い
お
言
葉
を
期
待
す

る
。Ａ

地
域
お
こ
し
隊
の
採

用
に
つ
い
て
運
動
の

輪
を
広
げ
る
と
い
う
の
は
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
要
る
。
目
指
す

と
こ
ろ
は
１
つ
な
の
で
、
ぜ

ひ
協
力
、
ご
指
導
い
た
だ
き

な
が
ら
、
一
緒
に
目
標
に
向

か
っ
て
い
き
た
い
。

（
答
弁
者･･･

町
長
）

 一般質問

町長 ―  協力や指導を頂きながら、一緒に
目標に向かっていきたい

北村 昭彦  議 員北村 昭彦  議 員
大多喜町・地域おこし協力隊との協業で
荒廃林の整備・活用を

一般質問の詳細は会議録を参照
ください。　会議録　P18 ～ P23 町 HP
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Ａ
各
市
町
村
で
の
解
体

処
理
施
設
の
設
置
は

負
担
が
大
き
く
費
用
対
効
果

の
問
題
も
あ
り
難
し
い
。

（
答
弁
者
…
産
業
観
光
課
長
）

●
Ｊ
Ｒ
ダ
イ
ヤ
改
正
に

つ
い
て

Ｑ
ダ
イ
ヤ
改
正
で
特
急

わ
か
し
お
が
全
車
指

定
席
に
な
っ
た
が
、
御
宿
駅

の
み
ど
り
の
窓
口
は
閉
鎖
さ

れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
し
て
購
入
す
る
必
要
が
あ

る
。
そ
れ
ら
が
苦
手
な
高
齢

者
等
に
と
っ
て
は
利
便
性
の

低
下
が
避
け
ら
れ
ず
、
Ｊ
Ｒ

へ
の
要
望
に
盛
り
込
む
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

Ａ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

利
用
が
苦
手
な
高
齢

者
等
へ
の
フ
ォ
ロ
ー
が
必
要

だ
が
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
千
葉
支

社
か
ら
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

で
の
購
入
方
法
な
ど
に
つ
い

て
講
習
会
を
開
催
す
る
予
定

の
話
が
あ
り
、
町
も
協
力
し

て
い
き
た
い
。

（
答
弁
者
…
企
画
財
政
課
長
）

果
を
積
み
重
ね
た
上
で
達
成

を
目
指
す
と
し
て
い
る
。
規

制
緩
和
に
つ
い
て
は
関
係
者

の
意
見
を
聞
い
て
県
に
要
望

し
て
い
き
た
い
。

（
答
弁
者
…
町
長
）

Ｑ
町
は
イ
ノ
シ
シ
用
の

箱
罠
や
小
動
物
用
の

捕
獲
器
を
捕
獲
従
事
者
に
貸

与
し
て
い
る
が
、
キ
ョ
ン
に

最
も
有
効
な
く
く
り
罠
は
捕

獲
従
事
者
が
自
費
で
購
入
し

た
り
自
作
し
た
り
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
猟
具
へ
の
柔
軟

な
支
援
は
で
き
な
い
か
。

Ａ
捕
獲
従
事
者
に
は
町

と
し
て
で
き
る
こ
と

を
し
て
き
た
が
、
今
後
も
意

見
を
伺
い
な
が
ら
調
査
研
究

し
て
い
き
た
い
。

（
答
弁
者
…
産
業
観
光
課
長
）

Ｑ
鳥
獣
の
肉
は
ジ
ビ
エ

と
し
て
一
定
の
需
要

が
あ
る
。
観
光
資
源
や
ふ
る

さ
と
納
税
返
礼
品
へ
の
活
用

が
期
待
で
き
る
た
め
、
解
体

処
理
施
設
の
整
備
や
ジ
ビ
エ

の
開
発
等
を
検
討
し
て
は
ど

う
か
。

も
少
な
く
、
在
来
種
で
あ
る

こ
と
か
ら
積
極
的
に
駆
除
す

る
必
要
は
な
く
、
そ
の
リ

ソ
ー
ス
を
キ
ョ
ン
や
ア
ラ
イ

グ
マ
等
に
割
い
て
は
ど
う

か
。
ま
た
、
タ
ヌ
キ
に
よ
る

被
害
か
ど
う
か
は
ど
の
よ
う

に
判
別
し
て
い
る
の
か
。

Ａ
タ
ヌ
キ
に
よ
る
被
害

の
想
定
が
あ
る
た
め

除
外
は
難
し
い
。
タ
ヌ
キ
、

キ
ョ
ン
と
も
捕
獲
報
奨
金
は

近
隣
と
同
額
で
適
正
と
考
え

て
い
る
。
被
害
に
つ
い
て
は

農
家
の
方
か
ら
の
報
告
を
基

に
し
て
い
る
。

（
答
弁
者
…
産
業
観
光
課
長
）

Ｑ
キ
ョ
ン
の
大
繁
殖
が

深
刻
な
問
題
と
な
っ

て
い
る
。
国
や
県
と
連
携
し

た
大
規
模
な
対
策
は
で
き
な

い
か
。
ま
た
、
従
来
の
取
組

で
は
限
界
が
あ
る
た
め
、
捕

獲
に
関
す
る
法
律
や
条
例
の

規
制
を
例
外
的
に
緩
和
す
る

よ
う
な
措
置
は
検
討
で
き
な

い
か
。

Ａ
県
の
計
画
目
標
は
県

内
か
ら
の
完
全
排
除

だ
が
、
段
階
的
に
防
除
の
成

●
有
害
鳥
獣
対
策
に
つ

い
てＱ

町
で
は
狩
猟
免
許
の

取
得
を
支
援
す
る
制

度
が
あ
り
、
受
験
料
や
講
習

会
受
講
費
用
の
補
助
を
受
け

ら
れ
る
が
、
年
間
予
算
が
２

人
分
し
か
な
い
。
ま
た
、
そ

の
補
助
を
使
っ
て
免
許
を
取

得
し
た
人
し
か
捕
獲
従
事
者

の
登
録
が
認
め
ら
れ
ず
、
自

費
で
免
許
を
取
得
し
た
人
が

登
録
を
拒
ま
れ
た
事
案
が
発

生
し
て
い
る
。
町
が
策
定
し

た
鳥
獣
被
害
防
止
計
画
に
あ

る「
捕
獲
従
事
者
の
担
い
手

確
保
、
育
成
」
と
の
記
載
に

反
す
る
対
応
で
は
な
い
か
。

Ａ
例
年
２
名
分
の
予
算

を
確
保
し
、
超
過
の

場
合
に
は
補
正
予
算
で
対
応

し
て
い
る
が
、
試
験
の
時
期

に
よ
り
対
応
が
取
れ
な
い
こ

と
が
あ
っ
た
。
登
録
要
件
の

緩
和
に
つ
い
て
は
前
向
き
に

検
討
し
た
い
。

（
答
弁
者
…
産
業
観
光
課
長
）

Ｑ
町
が
駆
除
対
象
と
し

て
い
る
鳥
獣
の
う
ち
、

タ
ヌ
キ
に
つ
い
て
は
被
害
額

Ｑ
町
を
訪
れ
た
観
光
客

が
帰
ろ
う
と
し
て
も

窓
口
が
な
く
、
切
符
の
買
い

方
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
事

態
が
今
後
必
ず
発
生
す
る
。

町
の
イ
メ
ー
ジ
ダ
ウ
ン
に
も

つ
な
が
る
と
危
惧
し
て
い

る
。Ａ

Ｊ
Ｒ
外
房
線
複
線
化

等
促
進
協
議
会
の
中

で
も
強
く
要
望
し
た
い
。

（
答
弁
者
…
企
画
財
政
課
長
）

Ｑ
通
勤
通
学
時
の
特
急

料
金
を
補
助
す
る
こ

と
で
自
宅
か
ら
通
う
選
択
肢

が
生
ま
れ
、
進
学
や
就
職
に

と
も
な
う
人
口
流
出
を
防
ぐ

こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
外

部
か
ら
の
移
住
だ
け
で
な

く
、
今
い
る
人
が
出
て
行
か

な
い
よ
う
に
す
る
施
策
と
し

て
必
要
で
は
な
い
か
。

Ａ
若
年
層
の
人
口
流
出

を
防
ぐ
定
住
効
果
や

移
住
検
討
の
き
っ
か
け
と
な

る
施
策
と
考
え
ら
れ
る
の

で
、
事
業
推
進
の
参
考
と
し

た
い
。

（
答
弁
者
…
企
画
財
政
課
長
）

 塩入 健次  議 員塩入 健次  議 員

企画財政課長 ―  若年層の定住効果や移住検討の
きっかけになると考えるので事業推進の参考としたい 

特急料金補助で進学や就職にともなう
人口流出を防いでは

一般質問

一般質問の詳細は会議録を参照
ください。　会議録　P23 ～ P35 町 HP



15

談
に
は
民
生
委
員
や
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
応
じ
て

い
て
、
民
生
委
員・
児
童
委

員
協
議
会
の
会
議
で
は
、
事

例
検
討
な
ど
も
行
っ
て
い

る
。

（
答
弁
者･･･

保
健
福
祉
課
長
）

Ｑ
令
和
２
年
の
高
齢
者

世
帯
の
う
ち
単
独
世

帯
は
６
５
４
世
帯
と
年
々
増

え
る
傾
向
に
あ
る
が
、
こ
の

う
ち
法
定
相
続
人
が
い
な
く

て
、
か
つ
頼
れ
る
身
寄
り
が

な
い
世
帯
は
何
世
帯
か
。

Ａ
特
定
の
個
人
の
法
定

相
続
人
の
有
無
に
つ

い
て
は
、
戸
籍
を
確
認
し
た

り
、
様
々
な
ケ
ー
ス
が
あ
る

た
め
、
把
握
は
非
常
に
難
し

く
、
町
で
は
把
握
を
し
て
い

な
い
。

（
答
弁
者･･･

保
健
福
祉
課
長
）

Ｑ
町
が
、
独
り
身
世

帯
、
身
寄
り
が
い
な

い
、
誰
も
い
な
い
と
い
う
世

帯
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
っ

て
、
こ
の
数
を
把
握
で
き
な

い
か
。

Ａ
災
害
時
の
個
別
支
援

台
帳
作
成
の
際
、
年

ト
ー
タ
ル
的
な
計
画
を
立
て

る
た
め
、
今
後
、
協
議
や
検

討
、
調
整
等
を
し
て
い
き
た

い
。
道
路
舗
装
の
亀
裂
統
合

整
備
に
つ
い
て
は
、
大
幅
な

道
路
整
備
等
改
修
で
は
な

く
、
亀
裂
等
な
ど
部
分
的
、

最
小
限
に
と
ど
め
た
道
路
整

備
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

（
答
弁
者･･･

建
設
水
道
課
長
）

●
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
プ

ラ
ン
・
サ
ポ
ー
ト
事

業
に
つ
い
て

Ｑ
御
宿
町
に
は
本
当
に

お
一
人
様
、
身
近
に

面
倒
見
て
く
れ
る
方
が
い
な

い
方
が
結
構
い
て
、
最
終
的

に
は
安
ら
か
に
眠
っ
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
る
。
町
は

こ
の
方
々
に
対
し
て
ど
の
よ

う
な
支
援
を
し
て
い
る
の

か
。Ａ

人
生
の
最
後
を
迎
え

る
に
あ
た
り
、
葬
儀

や
相
続
、
身
の
回
り
の
整
理

等
の
準
備
を
生
前
か
ら
行

う
、
い
わ
ゆ
る
終
活
に
つ
い

て
は
、
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
等

に
よ
り
広
く
住
民
の
方
に
呼

び
か
け
て
い
る
。
個
別
の
相

Ｑ
町
は
０
１
０
８
号
線

を
線
形
改
良
す
る
た

め
の
境
界
測
量
を
し
て
お

り
、
第
４
次
総
合
計
画
に
掲

載
さ
れ
て
い
た
が
、
い
つ
の

間
に
か
事
業
は
途
絶
え
た
。

同
路
線
は
１
か
所
カ
ー
ブ
が

き
つ
く
、
な
お
か
つ
生
け
垣

が
道
路
側
に
繁
茂
し
て
い
る

た
め
、
何
度
か
事
故
が
起
き

た
と
私
は
聞
い
て
い
る
。
ま

た
、
道
路
舗
装
は
、
亀
甲
状

の
亀
裂
が
路
線
全
体
に
多
数

入
っ
て
い
る
た
め
、
道
路
付

近
の
町
民
は
合
材
が
飛
び
散

る
危
険
が
あ
る
状
況
だ
が
、

こ
の
事
業
は
次
の
第
５
次
総

合
計
画
に
再
上
程
し
た
の

か
。Ａ

同
路
線
は
第
４
次
総

合
計
画
に
予
定
さ
れ

て
い
た
が
、
計
画
の
廃
止
等

で
は
な
く
、
第
５
次
総
合
計

画
で
は
生
活
環
境
内
で
掲
載

さ
れ
て
い
て
、
御
宿
駅
西
側

遊
休
農
地
の
景
観
美
化
促
進

で
重
点
課
題
と
さ
れ
、
そ
の

中
で
町
道
０
１
０
８
号
線
も

道
路
改
良
が
想
定
さ
れ
て
い

る
。
道
路
が
ど
の
よ
う
な

線
形
及
び
整
備
が
必
要
か
、

●
道
路
問
題
に
つ
い

てＱ
現
在
、
御
宿
町
は
鉄

道
線
路
の
高
山
田

ガ
ー
ド
下
に
県
道
夷
隅
御
宿

線
が
通
っ
て
い
て
、
大
型
車

両
の
通
行
は
不
可
能
だ
。
一

方
、
町
道
０
１
０
８
号
線
、

部
田
前
道
路
の
砂
田
架
道
橋

は
、
大
型
車
両
も
通
行
可
能

と
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て

い
す
み
市
、
茂
原
市
方
面

か
ら
来
る
大
型
車
は
町
道

０
１
０
８
号
線
を
通
っ
て
国

道
１
２
８
号
線
に
至
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
県
道
夷
隅
御

宿
線
の
終
点
の
国
道
１
２
８

号
線
の
新
町
十
字
路
か
ら
わ

ん
に
ゃ
ん
村
付
近
ま
で
と
、

同
地
点
か
ら
町
道
０
１
０
８

号
線
の
終
点
の
国
道
１
２
８

号
線
の
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
御

宿
付
近
ま
で
の
所
管
替
え
が

で
き
な
い
か
。

Ａ
県
道・
国
道
を
管
理
し

て
い
る
夷
隅
土
木
事

務
所
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

新
規
の
整
備
計
画
で
な
い
道

路
等
以
外
は
所
管
替
え
等
は

行
っ
て
い
な
い
。

（
答
弁
者･･･

建
設
水
道
課
長
）

に
１
回
ア
ン
ケ
ー
ト
は
行
っ

て
い
る
。
そ
こ
に
法
定
相
続

人
が
い
る
の
か
ど
う
か
１
つ

設
問
を
つ
く
っ
て
尋
ね
る
こ

と
は
可
能
だ
が
、
そ
の
正
確

性
と
い
う
の
が
分
か
ら
な
い

た
め
ア
ン
ケ
ー
ト
の
項
目
に

す
る
の
は
難
し
い
。

（
答
弁
者･･･

保
健
福
祉
課
長
）

Ｑ
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
プ
ラ

ン
の
支
援
に
つ
い
て

横
須
賀
市
に
事
例
が
あ
る

が
、
課
と
し
て
町
民
の
方
の

葬
儀
等
に
つ
い
て
事
前
に
解

決
を
図
る
と
い
っ
た
考
え
が

あ
る
か
。
ま
た
、
夷
隅
郡
市

レ
ベ
ル
の
広
域
で
対
応
で
き

な
い
か
。

Ａ
民
生
委
員
の
方
な
ど

と
連
携
は
し
て
い
る

の
で
、
心
配
な
方
は
相
談
で

き
る
。
ま
た
、
中
核
地
域
生

活
支
援
セ
ン
タ
ー
と
い
う
、

県
か
ら
委
託
を
受
け
て
夷
隅

地
域
を
受
け
持
つ
組
織
も
あ

る
の
で
、
相
談
が
あ
っ
た
場

合
に
は
、
そ
ち
ら
を
紹
介
し

て
い
る
。

（
答
弁
者･･･

保
健
福
祉
課
長
）

 

県道１７６号線と町道０１０８号線の
所管替えができないか
建設水道課長 ―  いすみ土木事務所では所管替
えは実施していない

圡井  茂夫  議 員圡井  茂夫  議 員一般質問

一般質問の詳細は会議録を参照
ください。　会議録　P35 ～ P41 町 HP
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等
は
、
事
務
上
の
基
礎
的
な

と
こ
ろ
な
の
で
、
事
務
の
精

査
に
非
常
に
反
省
が
残
る
。

担
当
課
の
責
任
者
で
あ
る
課

長
の
チ
ェ
ッ
ク
が
不
足
し
て

お
り
、
私
自
身
の
反
省
が
残

る
。
い
ま
一
度
、
正
確
な
も

の
の
作
成
に
努
め
る
。

（
答
弁
者･･･

総
務
課
長
）

Ｑ
パ
ブ
コ
メ
中
で
す
の

で
、
直
ち
に
正
誤
表

を
作
成
す
る
の
か
。

Ａ
そ
の
よ
う
に
対
応
す

る
。

（
答
弁
者･･･

総
務
課
長
）

Ｑ
御
宿
町
議
会
総
務
教

育
民
生
委
員
会
か
ら

指
摘
し
た
学
校
や
町
有
財
産

施
設
の
問
題
点
で
あ
る
、
資

料
館
の
屋
根
の
落
下
の
危
険

性
、
Ｂ
＆
Ｇ
野
球
場
の
三
塁

側
フ
ェ
ン
ス
の
設
置
、
御
宿

小
に
お
け
る
コ
ウ
モ
リ
の
駆

除
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
剥

離
、
腐
食
し
た
排
水
管
の
改

修
に
つ
い
て
、
ど
う
対
応
し

た
の
か
。

Ａ
閉
館
し
た
歴
史
民
俗

資
料
館
は
、
危
険
防

性
化
を
図
っ
て
い
て
、
消
防

車
両
の
計
画
的
更
新
や
オ
ー

ト
マ
チ
ッ
ク
車
両
へ
の
更
新

な
ど
、
的
確
か
つ
迅
速
に
活

動
で
き
る
仕
組
み
づ
く
り
を

進
め
て
い
る
。
ま
た
、
能
登

半
島
地
震
を
受
け
て
、
こ
れ

ま
で
に
な
か
っ
た
電
源
車
両

な
ど
地
域
に
と
っ
て
有
効
な

方
法
等
も
検
討
を
進
め
た

い
。

（
答
弁
者･･･

総
務
課
長
）

Ｑ
地
域
防
災
計
画
に
つ

い
て
、
今
、
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
て
い

る
。
一
応
行
政
と
し
て
は
完

結
し
た
も
の
を
出
し
た
の
だ

ろ
う
が
、
ち
ょ
っ
と
見
た
だ

け
で
、
全
く
読
め
な
い
漢
字

に
な
っ
て
い
た
り
、
字
が
抜

け
て
い
た
り
間
違
い
が
多
く

あ
る
。
一
つ
間
違
っ
て
い
る

だ
け
で
、
こ
れ
の
正
確
性
、

信
憑
性
が
消
滅
す
る
。
町
民

の
声
を
受
け
取
る
前
に
自
分

た
ち
の
計
画
が
間
違
っ
て
い

る
。
町
長
こ
れ
が
御
宿
町
の

実
態
だ
。
こ
れ
で
い
い
か
ど

う
か
聞
き
た
い
。

Ａ
計
画
書
に
誤
字
、
脱

字
、
表
現
の
不
統
一

の
管
理
を
進
め
て
い
る
。
１

月
に
防
災
訓
練
を
実
施
し
、

５
０
０
人
以
上
の
多
く
の
方

が
参
加
し
て
、
避
難
方
法
や

避
難
場
所
の
確
認
、
自
主
防

災
会
の
共
助
に
つ
い
て
も
再

確
認
い
た
だ
い
た
。
そ
の

時
、
今
後
充
実
し
た
訓
練
の

実
施
に
向
け
、
参
加
者
へ
ア

ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
。
こ

の
意
見
を
踏
ま
え
、
訓
練
の

実
施
に
努
め
た
い
。

（
答
弁
者･･･

総
務
課
長
）

Ｑ
消
防
団
の
整
備
方
針

に
つ
い
て
伺
う
。
ま

た
、
多
面
的
な
災
害
、
大
規

模
災
害
に
対
し
て
町
は
ど
う

対
応
し
て
い
く
の
か
。。

Ａ
消
防
団
は
、
火
災
や
風

水
害
な
ど
の
災
害
に

対
し
、
地
域
に
密
着
し
た
防

災
機
関
と
し
て
の
重
要
な
役

割
を
担
っ
て
い
る
が
、
消
防

団
員
は
、
全
国
的
に
団
員
数

が
減
少
し
、
消
防
団
の
ハ
ー

ド
、
ソ
フ
ト
対
策
を
含
め
た

整
備
体
制
が
急
務
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
た
め
、
町
で
は

消
防
団
活
性
化
計
画
を
策
定

し
、
中
長
期
的
な
視
点
も
踏

ま
え
、
消
防
団
の
一
層
の
活

●
安
心
安
全
な
町
づ
く

り
に
つ
い
て

Ｑ
１
月
１
日
の
能
登
半

島
の
地
震
、
２
月
末

か
ら
３
月
に
か
け
て
千
葉
県

も
有
感
地
震
が
多
数
発
生
し

た
た
め
、
町
民
の
皆
さ
ん
は

大
変
不
安
に
思
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
防
災・
減
災

の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
伺

う
。Ａ

能
登
半
島
地
震
で
は
、

津
波
が
地
震
発
生
後

す
ぐ
に
到
達
し
た
こ
と
か

ら
、情
報
伝
達
や
避
難
行
動
、

日
頃
か
ら
の
計
画
的
か
つ
継

続
的
な
訓
練
の
重
要
性
を
改

め
て
認
識
し
た
。

　
当
町
の
現
状
は
、
住
民
へ

の
情
報
伝
達
に
つ
い
て
、
防

災
行
政
無
線
や
メ
ー
ル
や
ア

プ
リ
の
文
字
情
報
で
の
発
信

な
ど
を
行
っ
て
い
る
。ま
た
、

町
防
災
備
蓄
品
の
整
備
や
点

検
を
行
っ
て
い
る
が
、
先

日
、
議
会
の
学
校
の
訪
問
視

察
の
際
、
学
校
に
あ
る
町
の

防
災
備
蓄
品
の
倉
庫
が
非
常

に
散
乱
し
た
状
況
だ
っ
た
た

め
、
視
察
時
の
指
摘
や
助
言

を
受
け
て
、
適
正
な
状
態
で

止
対
策
と
し
て
、
危
険
の
た

め
近
寄
る
な
と
い
う
趣
旨
の

看
板
や
資
料
館
側
の
駐
車
ス

ペ
ー
ス
に
コ
ー
ン
を
設
置
し

た
。
周
辺
で
遊
ば
な
い
よ
う

に
、
学
校
を
通
じ
て
注
意
周

知
を
お
願
い
し
た
。
野
球
場

の
防
球
ネ
ッ
ト
の
設
置
は
、

適
正
な
高
さ
や
延
長
等
を
現

場
に
即
し
て
、
で
き
る
だ
け

早
く
設
置
す
る
が
、
６
年
度

の
当
初
予
算
は
見
送
っ
た
。

学
校
の
コ
ウ
モ
リ
の
駆
除

や
、
天
井
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
剥
離
り
に
つ
い
て
は
、
職

員
が
対
応
し
た
。
配
水
管
等

の
改
修
や
じ
ゅ
う
た
ん
の
張

替
え
等
は
、
新
年
度
予
算
に

計
上
し
た
。

（
答
弁
者･･･

町
長
）

Ｑ
議
会
は
文
書
で
提
出

し
た
の
だ
か
ら
、
ど

う
対
応
し
た
か
書
面
で
回
答

す
べ
き
で
は
な
い
か
。

Ａ
書
面
に
よ
る
回
答
を

出
す
よ
う
に
す
る
。

（
答
弁
者･･･

町
長
）

 石井 芳清  議 員石井 芳清  議 員

総務課長 ―  能登半島地震を受けてこれまでになかった
電源車両など地域にとって有効な方法の検討を進めたい

多面的な災害、大規模災害が起きたら
町はどうするのか

一般質問

一般質問の詳細は会議録を参照
ください。　会議録　P41～ P59 町 HP
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人　事
　　　選挙管理委員について
　　　　　　　（選挙第１号）

　　大野 元嗣 氏（岩和田区）
　　井上 富士子 氏（高山田区）
　　杉浦 光夫 氏（新町区）
　　澤﨑　久 氏（御宿台区）

任期　令和６年４月１日～令和１０年３月３１日
　　　までの４年間

提出議案提出議案

　選挙管理委員補充員について
（選挙第２号）

　　①鈴木 郁夫 氏（上布施区）
　　②鶴岡 幸弘 氏（須賀区）
　　③白鳥 洋治 氏（久保区）
　　④関 幸子 氏（岩和田区）

任期　令和６年４月１日～令和１０年３月３１日
　　　までの４年間

※数字は補充の順番を示しています。

【全員賛成で可決】

　

御宿町地域福祉センターの
指定管理者を決定（議案第４号）

　指定管理者　社会福祉法人御宿町社会福祉協議会

　期間　令和６年４月１日～令和９年３月３１日
　　　　までの３年間

※指定管理者とは、自治体等に代わり、公の施設の
管理・運営をする会社や団体のことです。

【全員賛成で可決】

指定管理者の指定

御宿町教育委員会教育長の
任命に同意（議案第１号）

　前森 勤 氏（新町区）　※再任

任期　令和６年４月１日～令和９年３月３１日まで
　　　の３年間

【全員賛成で可決】

　御宿町教育委員会委員の
任命に同意（議案第２号）

　鶴岡 庸二郎 氏（久保区）

任期　令和６年４月１日～令和１０年３月３１日
　　　の４年間

　固定資産評価審査委員会委員の
選任に同意（議案第３号）

　吉野 哲朗 氏（上布施区）

任期　令和６年４月１日～令和９年３月３１日まで
　　　の３年間

【全員賛成で可決】

条例改正
監査委員に関する条例改正

（議案第５号）　
　地方自治法の一部が改正されたため、条例で引
用する条項が改正されました。

【全員賛成で可決】
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会計年度任用職員の勤勉手当を
支給するための条例改正（議案第６号）

　地方自治法の一部が改正され、会計年度任用職
員の勤勉手当を支給できることになったため、関
係条例が改正されました。

【賛成多数で可決】

御宿町ひとり親家庭等医療費等の助
成に関する条例改正（議案第７号）

　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関
する法律において、接近禁止命令と退去命令を明文
化するために分けて規定されたため、条例で引用す
る条項が改正されました。

【全員賛成で可決】

介護保険料の多段階化と
保険料の見直し（議案第８号）

　介護保険法施行令の改正及び９期介護保険事業
計画の策定に伴い、条例の一部が改正されました。
　主な改正内容は、介護保険料を９段階から１３
段階多段階化することにより、低所得者の割合の
引下げや高所得者の割合の引上げが行われるとと
もに、第９期介護保険事業計画での算定により、
介護保険料基準年額が引き下げられます。

【全員賛成で可決】

　指定介護予防支援等の事業の
基準を変更（議案第１０号）

　国の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並
びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効
果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、
条例の一部が改正されました。
　主な改正内容は、指定居宅介護支援等の事業の人
員・管理者及び運営に関する基準とデジタル社会に
おける電磁的記録媒体の多様化について、国の基準
に合わせるため、条例が変更となりました。

【賛成多数で可決】

提出議案提出議案
指定居宅介護支援等の事業の

基準を変更（議案第９号）

　国の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営
に関する基準の一部改正に伴い、条例の一部が改
正されました。
　主な改正内容は、指定居宅介護支援等の事業の
人員・運営に関する基準とデジタル社会における
電磁的記録媒体の多様化について、国の基準に合
わせるため、条例が変更となりました。

【賛成多数で可決】

　条例内の法律名の変更と新たな
制度の規定の追加（議案第１１号）

　法律名「漁港漁場整備法」が「漁港及び漁場の整
備等に関する法律」に改正されたこと等に伴い、御
宿町漁港管理条例の一部が改正されました。
　改正内容は、引用している法律名の変更及び新た
に創設される「漁港施設等活用事業制度」に関する
占用料の徴収規定が追加されました。

【賛成多数で可決】

  ≪質疑応答≫

会計年度任用職員の任期等は

 Q　会計年度任用職員の任用期間は１年間だ
が、３月末で一旦は切れてしまうのか。

 A　１年以上継続して任用されると、その期間
は継続しているものとみなされるため、勤勉手当

の期間率は 100％となる。
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法律の一部改正に伴う条例改正
（議案第１２号）

　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関
する法律の一部改正に伴い、御宿町営住宅設置管理
条例の一部が改正されました。
　入居者の資格において、法律で接近禁止命令と退
去命令等を明文化するために分けて規定されたた
め、条例で引用する条項が改正されました。

消防団員の報酬額の改正
（議案第１３号）

　消防団員の年額報酬や火災等で出動する報酬額を
改正するため、条例が改正されました。
　主な改正内容は、国が示す基準額や夷隅郡市内の
消防団との均衡を図るため、団員の年額報酬を見直
すとともに、火災等で出動した場合の支給単位を回
数から活動時間での単位に区切って支給されます。

【全員賛成で可決】

【全員賛成で可決】

  ≪質疑応答≫

保険料の減額理由等は

 Q　具体的な減額理由と保険料の収納率は。

 A　主な減額の理由は、被保険者の死亡による
もの。現在の収納率は、例年通り 9 割以上の見込

みである。

  ≪質疑応答≫

消防団員の体制は

 Q　夜間における対応は非常に厳しいこともある
ため、消防団員や職員の夜間体制は考慮しないとい
けないのではないか。

 A　職員は夜 10 時を超えると深夜時間の割り増
しでの時間外支給があるが、消防団員は報酬なので、
第 1 段階としては今回設定したが、深夜の場合を含
めて今後対応したい。

 Q　既に退団されたＯＢの協力について見通しは
どうか。

 A　退団された方は機能別消防団として位置づけ
られていて、検討しているが具体的な結論には至っ
ていない。第 1 段階としては今回設定したが、深夜
の場合を含めて今後対応したい。

　国の水道事業の所管替えに伴う
条例改正（議案第１４号）

　国における水道事業の所管が、厚生労働省から、
水道整備や管理に関しては国土交通省、水質や衛生
に関することは環境省に移管されることによる水道
法等の一部改正に伴い、所管替えに伴う部分につい
て条例の一部が改正されました。

【賛成多数で可決】
国・県への交付金等の返還に伴う補正
< 国民健康保険特別会計 >（議案第１5 号）

　歳入歳出それぞれ４万円が追加され、補正後の予
算総額が１１億８８０万９千円となりました。
　主な内容は、総務費及び国保事業費納付金の財源
更正並びに令和４年度の特定健康診査実績報告に基
づく国や県への交付金等の返還による増額です。

【全員賛成で可決】保険料等の減額に伴う補正
< 後期高齢者医療特別会計 >（議案第１６号）

　歳入歳出それぞれ１４８万１千円が減額され、補
正後の予算総額が１億８，６９９万円となりました。
　主な内容は、保険料及び保険基盤安定拠出金の減
額です。

【全員賛成で可決】

【賛成多数で可決】

【全員賛成で可決】

補正予算

※質疑応答は一部を掲載します。
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※質疑応答は一部を掲載します。

町民生活への補助や工事、基金への
積立て等に伴う補正 < 一般会計 >

（議案第１７号）

　歳入歳出それぞれ１億１，２９５万２千円が追加
され、補正後の予算総額が４２億５，４０９万４千
円となりました。
　主な内容は、国の物価高騰対応重点支援地方創
生臨時交付金を活用した電力・ガス・食料品等価
格高騰重点支援給付金の一体支援事業、防災備蓄
品や省エネ家電購入など町民生活への補助、劣化
の著しい消防施設解体工事費のほか、後年度の財
政需要に備えた基金への積立て、事業の完了や進
捗に伴う不用額の減額などです。

【賛成多数で可決】

発　議
JR 外房線のダイヤ改正の見直しに

関する要望書を提出（発議第１号）

発議者　田中  とよ子
賛成者　石井  芳清　圡井  茂夫　北村  昭彦
　　　　藤井  利一　椎木  藤弘　岩瀬  環樹
　　　　伊藤  城祐　塩入  健次

＜提案理由＞
　令和６年３月のダイヤ改正では、京葉線におけ
る通勤快速の廃止や通勤時間帯の快速が各駅停車
に変更するほか、特急列車の減少など御宿駅に乗
り入れる本数が減少する改正が行われました。
　このようなダイヤ改正を見直し、現行の運行本
数の維持・拡充をしていただくよう東日本旅客鉄道
株式会社に要望しました。

請　願
現行の健康保険証の存続を求める

請願を採択（請願第１号）

　「健康保険証を残してください」保険証存続を求
める意見書採択を求める請願書

請願者　千葉県保険医協会
紹介議員　塩入健次　石井芳清
　有事の際にも安心して医療が受けられる体制が整
うまでの間、保険証の廃止日にこだわらず、現行の
健康保険証の併用を求めるものです。
　　　　　　　　　　　　　　　【全員賛成で採択】

請願が採択されたことから、意見書を提出する旨の発
議を行い、全員賛成により意見書を関係大臣に提出し
ました。

※発議には、発議者及び賛成者１名以上が必要になります。

  ≪質疑応答≫

河川の水質環境検査の結果公表は

 Q　町は河川の水質環境検査委託を実施している
が、検査結果を公表していない。公表してもらえな
いか。

 A　町民が水質環境を知ってもらうことは非常に
大事なので、ぜひ前向きに検討したい。

御宿町野球場の安全管理は

 Q　Ｂ＆Ｇ野球場の安全管理上、フェンスが必要
ではないか。打球がプールに来た小学生に当たって
亡くなった場合、責任を取る覚悟があるのか。

 A　防球ネットをできるだけ早く設置する予定
だ。これまで大きな事故はなかった。これを設置す
るまでの間は、覚悟をもっている。
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令和６年第２回臨時会令和６年第２回臨時会

提出議案と審議結果提出議案と審議結果
賛否が分かれた議案賛否が分かれた議案

議案番号 件　　　　名 結　果

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10
藤
井　
利
一

岩
瀬　
環
樹

塩
入　
健
次

滝
口　
一
浩

圡
井　
茂
夫

北
村　
昭
彦

伊
藤　
城
祐

石
井　
芳
清

椎
木　
藤
弘

田
中
と
よ
子

議案第１号 御宿町手数料条例の一部を改正する
条例の制定について 可　決 〇 〇 〇 議長 〇 〇 〇 × 〇 〇

賛成：〇　反対：×　

条例改正
戸籍法の改正に伴う条例改正

（議案第１号）
（議案第１号）

　戸籍法の一部改正により、本籍地以外での戸籍
謄本等の交付や戸籍除籍電子証明書提供用識別符
号の発行、戸籍の届書等情報内容証明書の交付及
び閲覧に関する改正規定が令和６年３月１日から
施行されることに伴い、地方公共団体の手数料の
標準に関する政令の一部改正の内容に準じて本条
例の一部を改正し、新たな手数料等を定めました。
　

【賛成多数で可決】

  ≪質疑応答≫ 

コンビニ交付の場合の本人確認は

 Q　コンビニ交付で本人確認はどのように行わ
れるのか。

 A　マイナンバーカードを提示し、個人が保管
している暗証番号を入力することで個人として特

定される。

個人情報の取扱いについて

 Q　利便性が高まる一方で、個人情報漏洩のリ
スクも高まるが、どう考えているか。

 A　対応する職員については、本人確認と本人
の意思かどうかの確認も含めて、慎重かつ丁寧に

対応していきたい。また、マイナンバーカードの

返納の際には、今後の使用制限など今後想定され

ること等も含めて丁寧に対応していきたい。

※質疑応答は一部を掲載します。 ▲税務住民課住民班の窓口の様子

２月 16日
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提出議案と審議結果提出議案と審議結果

議案番号 件　　　　名 結　果

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10
藤
井　
利
一

岩
瀬　
環
樹

塩
入　
健
次

滝
口　
一
浩

圡
井　
茂
夫

北
村　
昭
彦

伊
藤　
城
祐

石
井　
芳
清

椎
木　
藤
弘

田
中
と
よ
子

議案第２号 　令和６年度御宿町一般会計補正予算
　（第１号） 可　決 〇 〇 〇 議長 〇 〇 〇 × 〇 〇

賛否が分かれた議案賛否が分かれた議案 賛成：〇　反対：×　

専決処分
定額減税の実施等に係る
規定の整備（議案第１号）

　地方税法等の一部を改正する法律及び関連法令
が令和６年３月３０日に公布され同年４月１日施
行の改正が含まれていることから、御宿町税条例
の一部を改正する条例が３月３１日に専決処分さ
れました。
　主な改正内容は、個人住民税における令和６年
能登半島地震による被災者への特例措置や、定額
減税の実施に係る規定の整備などです。

【全員賛成で可決】

議案番号 件　　　　名 結　果

議案第 1号 　専決処分の承認を求めることについて
　（御宿町税条例の一部を改正する条例の制定について）

 　可　決

補正予算
町営プール施設の修繕料を計上

（議案第２号）

　歳入歳出ともに１，３５０万円を追加し、補正後
の予算総額が３６億７, ６２１万５千円となりまし
た。
　内容は、町営プール施設の夏の開園に向けて必
要となる修繕料で、ろ過設備、２階売店手摺り、
入口シャッター、スライダー鉄骨等について修繕
を行うための費用です。

【賛成多数で可決】

令和６年第３回臨時会令和６年第３回臨時会
４月 19日
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  ≪質疑応答≫ 

　町営プール運営に係る現在までの
　　　収支状況とプール設置の目的は

 Q　過去から現在までの収入と支出の差額は

 A　平成 26 年度からの収支の差額はについては

H26 年度 △ 13,700,000 円 　 H27 年度 △ 11,600,000 円

H28 年度 △ 16,400,000 円 　 H29 年度 △ 12,500,000 円

H30 年度 △ 8,400,000 円         R 元年度 △ 10,300,000 円

R ２年度 △ 12,800,000 円（未開設のため収入なし）

R ３年度 △ 19,900,000 円        R ４年度 △ 16,700,000 円

R ５年度 △ 13,400,000 円（決算見込）

町民の利用者の割合は

Q　総利用者数のうち町民の割合は。

A　全ての料金区分を町内外を分けて集計を行って
いないが、子どもについては 8,300 人のうち 1,000

人が町内の子どもであり、割合は 12％である。

観光業に対する住民負担については

Q　赤字運営となるが、観光業だけのために全住民
が負担すべきなのか。

A　プールの設置及び管理に関する条例にあるとお
り、観光的な部分に加え、町民の健康増進としてご

利用いただいていると考えている。

 

　公共施設管理計画における優先順位は

 Q　総合管理計画で優先順位を定めると記載されて
いるが、どうか。

 A　ごみ処理場や学校施設などを優先して財政面の
平準化を図りながら行う。その後、まちづくりに必要

な施設の優先順位については行政として意思統一を図

りたい。また、町民の皆さんの意向や議会の助言をい

ただきながら進捗管理に努めていきたい。

公共施設総合管理計画の
進捗管理はどう行われているのか

Q　公共施設総合管理計画の進捗管理が必要となる
ため、必要な会議を開催するべきである。その報告に

ついてはどうか。

 A　公共施設総合管理計画については、各課長が構成
する課長会議を通じて定期的に状況確認を行っていきた

い。また、計画の状況については、議員協議会において

方向性を報告していきたい。

 　　定期点検の必要性については
どう考えているか

 Q　大きい修理が必要になってから、修理を始める
のではなく、担当者の日々の目視の点検により定期的

に修理を行うことで状況が改善されると思うが、実務

を行う上での現状はどうか。

 A　開園中に加えて、閉園後も目視による点検を行
い、職員が対応可能なものについては順次進めていき

たい。

※質疑応答は一部を掲載します。
▲開設後 30年が経過する御宿町営ウォーターパーク



24

令和５年度　夷隅郡町村議会議長会主催　議員研修会を開催
　「一般質問の意義と手法について」
　２月２日（金）に大多喜町中央公民館において、
夷隅郡町村議会議長会主催の議員研修会が開催され
ました。
　鵜沼信二氏をお招きし、「一般質問の意義と手法に
ついて」をテーマに講演いただきました。
　研修会では、一般質問の意義や目的、手法や留意
事項、質問原稿作成の留意点などについて講義があ
りました。また、議員における定数問題についても
お話がありました。 ▲鵜沼信二氏による研修会の様子

　　
静岡県島田市　『「若モノ×議会」まちづくりワークショップについて』

　２月５日（月）に静岡県島田市議会の広報広聴
特別委員会の議員７名が町役場を訪れ、昨年７月
に実施した「若モノ×議会まちづくりワークショッ
プ」について視察が行われました。
　ワークショップ開催において、参加者の募集方
法や開催時間等への工夫、出された意見の取扱い
方法のほか、議会報告会や中学生議会の実施につ
いてなど、幅広い質疑応答がなされました。

行 政 視 察 の 受 け 入 れ

御宿町の海浜部における海浜植生の保全に関する考察
　　　　　　　　　　　　　　　　　工学院大学名誉教授　下田　明宏氏    

　令和 5 年 12 月議会において、「岩和田海岸及び浜海岸の海
岸除草作業委託費」の執行にあたっては、議会と十分な協議
を求めるよう付帯決議を行いました。
　実施方法の検討にあたり、町は工学院大学名誉教授である
下田明宏氏に専門的知見からの考察を依頼しました。
　3 月 26 日（火）に御宿町の海浜部における海浜植生の保
全に関する考察について報告会が開催され、海浜植生保全の
ためのアクションプランとして、「海浜植生再生区の設定」や

「海浜植物の捕植による成帯構造の再生」、「内陸性植物や外来
種の駆除」が提言されました。

▲下田明宏氏による講演会の様子

▲静岡県島田市議会の広報広聴特別委員会の皆さん
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										15日 例月出納検査
16日 第２回臨時会（日程第１号）
 産業建設委員会協議会（第１回）
17日 第２回『若モノ×議会』まちづくりワークショップ
19日 夷隅郡市広域市町村圏事務組合議会定例会
21日 議員協議会（第３回）
 国保国吉病院組合出納検査
22日 千葉県町村議会議長会定例会
25日 御宿町議会報告会
26日 夷隅環境衛生組合出納検査
27日 議会運営委員会
28日 布施学校組合例月出納検査

議会議員活動情報 町議会議員の出席した会議や行事などを
紹介します。

（令和６年２月〜５月）

２月２月

		

										

		

										

３月３月

		

										  7日 中央国際高等学校入学式
  8日 御宿中学校入学式
  9日 御宿小学校入学式
 布施小学校入学式
16日 議会運営委員会
19日 全員協議会
 第３回臨時会（日程第１号）
 議員協議会（第７回）
22日 例月出納検査
23日 大網白里市行政視察
25日 夷隅環境衛生組合出納検査
26日 国保国吉病院組合出納検査

４月４月

第２回定例会　開会予定日第２回定例会　開会予定日

　　　６　　　６月月１２１２日（水）日（水）

  1日 夷隅環境衛生組合議会定例会
  3日 中央国際高等学校卒業式
  6日 令和６年第１回定例会（日程第１号）
 議員協議会（第４回）
  7日 令和６年第１回定例会（日程第２号）
11日 御宿中学校卒業式
14日 令和６年第１回定例会（日程第３号）
 議会運営委員会
 議員協議会（第５回）
15日 御宿小学校卒業式
 布施小学校卒業式
18日 議会だより編集委員会
 御宿町議会デジタル化推進委員会（第１回）
 国保国吉病院組合定例会
19日 夷隅郡市広域市町村圏事務組合出納検査
 御宿駅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置整備事業等促進協議会
 町有財産評価委員会
21日 例月出納検査　
22日 布施学校組合議会臨時会
24日 長生ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ（長南町～茂原市区間）開通式典
25日 夷隅環境衛生組合出納検査
 国保国吉病院組合出納検査
 プール運営委員会
26日 御宿町の海浜部における海浜植物の保全に
 関する考察　報告会
28日 議員協議会（第６回）

５月５月
  1日 総務教育民生委員会協議会（第１回）
 御宿町議会デジタル化推進委員会（第２回）
  2日 布施学校組合議員協議会
10日 議会だより編集委員会
13日 議員協議会（第８回）
 御宿町議会デジタル化推進委員会（第３回）
14日 御宿町民生委員推薦会
16日 商工会通常総会
17日 千葉県町村議会議員（新人）・議会事務局職員合同研修会
20日 夷隅郡町村議会議長会総会
21日 議会だより編集委員会
24日 総務教育民生委員会協議会（第２回）
 議員協議会（第９回）
27日 千葉県町村議会議長会定例会／政務研究会
28日 夷隅環境衛生組合出納検査
 国保国吉病院組合出納検査
	 御宿町議会デジタル化推進委員会（第４回）
29日 御宿町ワークショップ実行委員会（第２回）
30日 一般社団法人御宿町観光協会通常社員総会
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★町ホームページ（https://www.town.onjuku.chiba.jp/）では、議会情報や過去に発行
　された議会だより、会議録等がご覧いただけます。また、議会事務局でも閲覧がで
　きますので、ご連絡ください。　　　　　　　　御宿町議会事務局　℡　0470-68-2515

　御宿町議会デジタル化推進委員会にて　　御宿町議会デジタル化推進委員会にて　
　　大網白里市議会のインターネット中継を視察　　大網白里市議会のインターネット中継を視察

　４月２３日（火）に、議会のインターネッ
ト中継において先進地である大網白里市議
会を議員５名で視察しました。

●視察先について
　大網白里市議会は当時の市長と議長の「動
画の配信を実現したい」という思いと職員
の創意工夫により、導入経費を最小限に抑
えインターネット中継を実施しています。
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● 発 行 / 千 葉 県 御 宿 町 議 会　 ● 編 集 / 議 会 だ よ り 編 集 委 員 会　 ● 発 行 責 任 者 / 滝 口　 一 浩　● 発 行 / 千 葉 県 御 宿 町 議 会　 ● 編 集 / 議 会 だ よ り 編 集 委 員 会　 ● 発 行 責 任 者 / 滝 口　 一 浩　

▲実際に中継の操作方法を教えていただきました

　御宿町議会では、３月１８日に御宿町
議会デジタル化推進委員会を発足し、議
会のインターネット中継の導入やオンラ
イン化・デジタル化等の推進に向けて協
議を始めました。
　今回の視察を踏まえ、御宿町議会でも
６月定例会よりインターネット中継を試験
的に配信する予定で準備を進めています。

▲大網白里市小金井議会議長からごあいさつをいただきました

見やすく読みまちがえにくい見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを採用しています。ユニバーサルデザインフォントを採用しています。


